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凡

例

△
収
録
し
た
法
律

三
一
国
会
で
成
立
し
た
特
許
法
、
特
許
法
施
行
法
、
実
用
新
案
法
、
実
用
新
案
法
施
行
法
、
意
匠
法
、
意
匠
法
施
行
法
、
商
標
法
及
び

商
標
法
施
行
法
の
八
法
、
八
四
国
会
で
成
立
し
た
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
並
び
に
一
一
八
国
会
で
成
立
し

た
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
を
一
条
ご
と
に
区
切
り
、
必
要
に
応
じ
て
〔
旧
法
と
の
関
係
〕
〔
趣
旨
〕〔
字
句

の
解
釈
〕〔
参
考
〕
の
欄
を
設
け
た
。

△
旧
法
と
の
関
係

特
許
法
、
実
用
新
案
法
、
意
匠
法
及
び
商
標
法
の
説
明
に
は
〔
旧
法
と
の
関
係
〕
の
欄
を
設
け
、
現
行
法
の
条
文
と
比
較
対
照
す
べ
き

旧
法
、
旧
施
行
規
則
の
条
文
数
を
示
し
た
。
該
当
す
る
条
文
が
な
い
場
合
に
は
、「
該
当
条
文
な
し
」
と
し
た
。

△
趣

旨

現
行
法
の
条
文
の
内
容
を
概
略
的
に
説
明
し
た
。
実
用
新
案
法
、
実
用
新
案
法
施
行
法
、
意
匠
法
、
意
匠
法
施
行
法
、
商
標
法
、
商
標

法
施
行
法
の
条
文
の
う
ち
、
特
許
法
、
特
許
法
施
行
法
と
同
一
趣
旨
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
説
明
を
省
略
し
、
参
照
す
べ
き
特
許

法
、
特
許
法
施
行
法
の
条
文
数
を
示
し
た
。



△
字
句
の
解
釈

現
行
法
の
条
文
の
う
ち
、
特
に
説
明
を
必
要
と
す
る
と
思
わ
れ
る
字
句
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
字
句
を
〈

〉
内
に
示
し
、
解
説
し

た
。
一
つ
の
条
文
に
二
以
上
の
字
句
の
解
釈
が
あ
る
場
合
に
は
〈

〉
の
上
部
に
１
、
２
、
３
…
…
と
番
号
を
付
し
た
。

△
参

考

現
行
法
の
条
文
と
関
連
す
る
重
要
な
事
項
で
あ
っ
て
参
考
と
な
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
を
〈

〉
内
に
示
し
、
解
説
し

た
。
一
つ
の
条
文
に
二
以
上
の
参
考
が
あ
る
場
合
に
は
、〈

〉
の
上
部
に
１
、
２
、
３
…
…
と
番
号
を
付
し
た
。

△
準
用
条
文
の
表
示
等

昭
和
五
一
年
の
改
訂
版
よ
り
、
特
許
庁
編
「
工
業
所
有
権
法
令
集
」（
発
明
協
会
発
行
）
に
従
い
、
特
許
法
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
場
合

は
、
そ
の
旨
を
表
わ
す

、

、

の
符
号
を
つ
け
、
さ
ら
に
、
条
文
中
に
他
の
条
文
を
準
用
し
て
い
る
と
き
は
、
文
字
を
小
さ
く
し

て
、
準
用
さ
れ
る
条
文
の
内
容
〔

〕
内
に
示
し
た
。

ま
た
、
特
許
法
、
実
用
新
案
法
、
意
匠
法
、
商
標
法
、
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
及
び
特
許
協
力
条
約
に

基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
は
、「
沿
革
略
記
、
目
次
」
で
改
丁
し
、「
各
章
、
附
則
」
で
改
頁
に
し
た
。

△
法
令
名
略
語

特

許

法

特
（
た
だ
し
、
特
許
法
の
中
に
お
い
て
は
単
に
条
文
数
の
み
を
書
く
）

特
許
法
施
行
法

特
施

実

意

商



特
許
法
施
行
令

特
施
令
（
た
だ
し
、
特
許
法
の
中
に
お
い
て
は
単
に
施
令
と
の
み
書
く
）

特
許
法
施
行
規
則

特
施
規
（
た
だ
し
、
特
許
法
の
中
に
お
い
て
は
単
に
施
規
と
の
み
書
く
）

実
用
新
案
法

実
（
こ
の
他
の
点
は
特
許
法
関
係
法
令
に
準
ず
る
）

意

匠

法

意
（

〃

）

商

標

法

商
（

〃

）

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例

に
関
す
る
法
律

特
例
法
（

〃

）

千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン

ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約

Ｐ
Ｃ
Ｔ

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則

Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等

に
関
す
る
法
律

国
際
出
願
（
た
だ
し
、
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
の
中
に
お
い
て
は
単
に
条
文
数
の
み
を
書
く
）

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等

に
関
す
る
法
律
施
行
令

国
際
出
願
令
（
た
だ
し
、
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
の
中
に
お
い
て
は
単
に
令
と
の
み
書
く
）

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

国
際
出
願
施
規
（
た
だ
し
、
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
の
中
に
お
い
て
は
単
に
施
規
と
の
み
書
く
）

知
的
所
有
権
の
貿
易
関
連
の
側
面
に
関

す
る
協
定

Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
協
定
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